
令和６年１１月８日

事務局説明資料

野木町上下水道料金等審議会
第１回検討会【水道事業】

資料１



（１）設置の根拠

野木町上下水道料金等審議会条例

第２条 野木町水道料金、野木町下水道使用料及び野木町農業集落排水処理施

設使用料に関し必要な事項を審議するため、野木町上下水道料金等審

議会（以下「審議会」という。）を設置する。

（２）設置の位置づけ

野木町上下水道料金
等審議会

議 会町 長

①諮 問

②答 申

③議案提出
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令和６年 令和７年

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

（１）全体スケジュール

資料作成 資料作成 資料作成
資料
作成

第１回検討会

① 野木町の水道料金に
ついて

② 適正な水道料金水準
を検討する必要性

（２）検討内容

第２回検討会

① 適正な水道料金の検
討方法について

② 料金水準について

第３回検討会

① 料金体系について

② 水道料金改定の考え
方について

第４回検討会

① 答申（案）について
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（１）現行の料金体系

〇現行の水道料金は、メーター使用料、基本料金、超過料金（従量料金）を設定している。

口径(mm) １３ ２０ ２５ ３０ ４０ ５０ ７５ １００

１カ月につき(円) ５０ １００ １１０ １７０ ２００ ９６０ １,２５０ １,５９０

①メーター使用料（消費税抜）

10立法メートルまで(円) ９５０

②基本料金（消費税抜）

③超過料金（消費税抜）

11立法メートル以上
1立法メートルにつき(円)

１３０

計算例：口径20mmで20㎥使用

メーター使用料100円+基本料金950円+超過
料金（130円×10㎥）=2,350円（税抜）

2,350円×1.1=2,585円（税込）
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家事用、２０㎥使用した場合の１カ月あたりの県内料金（消費税込）
（円） ※口径別の場合は13mmを家事用としている。

（２）料金水準の比較 ※令和６年４月１日現在（全国平均は令和5年4月1日現在）

県内平均：3,246円全国平均：3,343円

野木町：2,530円 県内21/25（5番目に安価） 4



年度 改正内容

H １
基本料金600円⇒970円
消費税導入含む

H ９ 消費税率改正（３％⇒５％）

H２６ 消費税率改正（５％⇒８％）

R １ 消費税率改正（８％⇒１０％）

年度 団体名

H ６ 真岡市

H ８ 足利市

H１０ 高根沢町

H１７ 茂木町

H１９ 宇都宮市

H２１ 下野市

H２２ 那須塩原市

H２３ 佐野市、日光市、那珂川町

H２４ 上三川町、壬生町

H２５ 小山市

H２６ さくら市、那須烏山市

H２９ 鹿沼市、芳賀中部上水道企業団

R ２ 塩谷町

R ３ 矢板市

R ６ 栃木市、那須町

（３）料金改定の状況

①野木町の改定状況

野木町の水道料金は消費税率の改定を
除き、平成元年度以降の３５年間据え
置きとなっている。

②栃木県内他団体の状況 ※消費税改定を除く
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〇令和２年度に新型コロナウイルスの影響もあり、水需要が増加し経常収益の増加は見
られるが、以降は減収傾向にある。

〇令和４年度は新型コロナウイルス対策として水道料金の減免を行い純損失を計上した
が、近年の電気料の高騰などにより施設の維持管理費が増加し、令和５年度においても
純損失を計上している。
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〇給水人口は平成28年度をピークに、増減はありつつも減少の傾向にあり、今後も減少
が見込まれる。

〇給水収益は給水人口と連動し、減収が続くことが見込まれる。令和３年度は新型コロ
ナウイルスによる水需要の増加により増収しているが、令和５年度には従来の給水収益
の規模に戻っている。
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実 績 推 計

R12 給水人口20,719人
H28年度比 △2,191人

H28 給水人口22,910人

※人口は国立社会保障・人口問題研究所の推計値を基準に算出

（２）給水人口の減少による料金収入の減収

R2,R4新型コロナウイルス対策
減免による料金収入の減収
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〇管路施設においては昭和４９年～昭和５６年頃に多くの管路が布設されており、現在
約７３．５ｋｍの管路で布設から４０年が経過している。

〇今後１０年間においてはさらに約３３．４ｋｍの管路が更新時期を迎える見通しのた
め事業実施の財源を確保する必要がある。
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耐用年数を超過した管路
約７３．５ｋｍ

今後１０年間更新時期を迎える管路
約３３．４ｋｍ

（３）老朽化に伴う施設の更新
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（４）経営の健全化・効率化への取組み

これまでの

取組

• 料金徴収業務や水道閉開栓など、民間業者への委託による業務の効率化、職員数

の削減

• 企業債発行抑制による支払利息の削減

• 管路台帳システムの導入による業務の効率化

• 上下水道事業を１つの組織に集約し、組織体制の効率化、経営ノウハウの集約

これからの

取組

• 茨城県主導のもと、水道事業の広域連携の推進をしており、経営の統合に向け積

極的に検討を進めている

• 広域連携がされると、施設の更新に際して、国の交付金が活用となることや、市

町村を超えた施設の共同化、業務の共同発注など、経費の削減が期待され、単独

経営時よりも給水原価の上昇を抑制することが可能

人口減少による収益の減少、施設の老朽化による負担の発生など、大き
な環境変化に対し経営努力のみでは対応が困難
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（１）収支の状況

• 給水収益の減少、燃料費高騰などによる経費の増加により令和４年度、令和５年度において純

損失を計上

（２）給水人口の減少による料金収入の減収

• 減少傾向にある給水人口は今後も継続して減少していく見込みであり、連動して料金収入の減

収が見込まれる

（３）老朽化に伴う施設の更新

• 既に耐用年数を超えている施設もあるなか、今後さらに更新時期を迎える施設が続くことから、

更新費用の確保が必要

（４）経営の健全化・効率化への取組み

• 既に実施している取組のほか、今後予定している水道事業の広域化を踏まえても、経営環境の

変化への対応は困難

今後の経営環境の変化に対応するためにも、経営努力を行ってなお、発生す
る財源不足を解消するため、適正な料金水準の検討が必要となる
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